
欄間で関連する事項についての取扱いの例

＜例１：欄間で関連する事項＝「自立活動」＞

※参考

・「基礎」：全学生が共通で学ぶ内容であり、また、第２欄及び第３欄で取り扱う内容の根拠となる法制度の位置付けや基本的な考え方を理解する段階。

・「展開」：当該免許状教育領域取得を目指す学生が学ぶ内容であり、第１欄の学びを基礎とし、当該障害領域において具体的に構想したり、作成したりする段階。

コアカリキュラム（案） コアカリキュラム（案）

第１欄:特別支援教育の基礎理論に関する科目 第２欄:特別支援教育領域に関する科目

特別支援教育に関する社会的、制度的又は経営的事項 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法 -教育課程-

(1-2)特別支援教育に関する制度的事項 A:自立活動の基礎 a.自立活動の指導の展開 (2)教育課程の編成の方法とカリキュラム・マネジメント

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法 -指導法-

(1)各教科等の配慮事項と授業設計

※本資料は、特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムを踏まえ、各大学等においてシラバス等を作成する際の参考となるよう、欄間で関連する事項の取扱いをどのように考えればよいか、
例示するものである。

到達目標2）
　特別支援学校教育要領・学習指導要領の性格及びそこ
に規定する自立活動や知的障害者である児童生徒に対す
る教育を行う特別支援学校の教科、重複障害者等に関す
る教育課程の取扱いの基礎的な考え方を理解している。

A-1: 自立活動の変遷、意義と指導
 の基本

a-1: 個別の指導計画作成の実際
到達目標3）（知的・5))
　自立活動の指導における個別の指導計画の作成と内容の取扱いについて理解するとと
もに、教科と自立活動の目標設定に至る手続きの違いを理解している。

A-2: 総則における位置付け、目標
 及び内容

a-2: 自立活動の効果的な指導方法
 の実際

a-3: 自立活動の時間における指導
 と各教科等との関連 到達目標4）（視覚・5))

　〇〇障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた自立活動及び自立活動の指導
との関連を踏まえた各教科等の学習指導案を作成することができるとともに、授業改善
の視点を身に付けている。

A-3: 個別の指導計画作成の基本的
 な考え方、作成手順 a-4: 自立活動の授業の計画・実施

・評価・改善の展開

欄間で関連する事項の取扱いの整理（例）

【本資料の活用の仕方】

特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムにおいて欄間で関連する事項に着目する。

事項に対し、各欄で扱う範囲についてイメージする（下の例１，２では、「基礎」「展開／実際」と整理した）。

上記の と の整理を踏まえ、シラバス等に反映させる。
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＜例２：欄間で関連する事項＝「重複障害者等に関する教育課程」＞

　※参考

　 ・「基礎」：全学生が共通で学ぶ内容であり、また、第２欄及び第３欄で取り扱う内容の根拠となる法制度の位置付けや基本的な考え方を理解する段階。

　 ・「実際」：全学生が共通で学ぶ内容であり、また、第１欄の学びを基礎とし、当該障害領域において具体的に構想したり、作成したりする段階。

コアカリキュラム（案） コアカリキュラム（案）

第１欄:特別支援教育の基礎理論に関する科目 第２欄:特別支援教育領域に関する科目

特別支援教育に関する社会的、制度的又は経営的事項 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法 -教育課程-

(1-2)特別支援教育に関する制度的事項 B.教育課程の基礎 b.教育課程の編成の実際 (2)教育課程の編成の方法とカリキュラム・マネジメント

第３欄:免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目
（重複障害者に関する教育の領域）

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法 -教育課程-

c.重複障害者等に関する
　教育課程の編成の実際

(1)教育課程の編成の方法とカリキュラム・マネジメント

c-2：カリキュラム・マネジメント
     の実際

到達目標2）
　個別の指導計画の実施状況の評価と改善を、教育課程の評価と改善につなげることに
ついて、カリキュラム・マネジメントの側面の一つとして理解している。

到達目標1)
　特別支援学校の目的及び教育目標と国が定めた教育課
程の基準との相互関係を理解している。

B-1: 教育課程の編成に関わる法令
     及び学習指導要領の規定

b-1: 障害の状態等に応じた教育課
     程の編成の実際

到達目標1）
　〇〇障害の状態や特性及び心身の発達の段階等並びに学習の進度を踏まえ、各教科等
の教育の内容を選定し、組織し、それらに必要な授業時数を定めて編成することを理解
している。

到達目標2）
　特別支援学校教育要領・学習指導要領の性格及びそこ
に規定する自立活動や知的障害者である児童生徒に対す
る教育を行う特別支援学校の教科、重複障害者等に関
する教育課程の取扱いの基礎的な考え方を理解してい
る。

B-2: 教育課程編成の主体と学校教
     育目標

b-2: 学校教育目標の設定と教育課
     程の編成の実際

到達目標2）
　各教科等の年間指導計画を踏まえ、個々の幼児、児童又は生徒の実態に応じて適切な
指導を行うために個別の指導計画を作成することを理解している。

到達目標3)
　自立活動の指導における個別の指導計画の作成と内容の取扱いについて理解するとと
もに、教科と自立活動の目標設定に至る手続きの違いを理解している。

B-3: カリキュラム・マネジメント
     の意義

b-3: カリキュラム・マネジメント
      の実際

到達目標4）
　個別の指導計画の実施状況の評価と改善を、教育課程の評価と改善につなげることに
ついて、カリキュラム・マネジメントの側面の一つとして理解している。

c-1：重複障害者等に関する教育課
     程の取扱いの実際

到達目標1)
　特別支援学校学習指導要領に規定する「重複障害者等に関する教育課程の取扱い」の
意義や各規程の適用を判断する際の基本的な考え方を理解している。

欄間で関連する事項の取扱いの整理（例）
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